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ノーザン・ダイメンションから

バルト海地域プログラムへ
-EU 統合の深化・拡大と地域協力の変容―

蓮見雄

本稿は， EU 統合の深化・拡大の下における地域協力の変容の一例として，

バルト海地域に焦点を当て. (1) フィンランドのイニシアチプによって導入

されたノーザン・ダイメンション (ND:Northern Dimension) 政策の登場から．

(2) バルト海地域プログラム (2007 - 2013 年）に至る EU の内外地域を包

摂した協力枠組の変化について考察する． これによって．バルトにおけるメゾ

リージョン・レベルの地域協力が，ヨーロッパにおける分断を克服する試みで

あると同時に．地理的スケールの再構築を通じた「諸地域からなるヨーロッパ」

に連なる内発的発展の実験室であることを明らかにする．

冷戦の終焉は．バルト海地域を二つのシステムが対峙する場から「一つのヨー

ロッパ」を模索する場に変えた. EU は．単一市場の形成に合わせて EU 財政

を改革し，マルチレベル・ガバナンスに甚づいた地域政策．特にクロスボーダー・

コーペレーションを強化した．それは， EU 拡大とともに，欧州北部の自発的

地域協力と出会い，バルト海地域は， INTERREG を含む極めて多様な地域協

力が重層する場となり，さまざまなアクターが参加する多層的な地域協力を束

ねる枠組としてノーザン・ダイメンションが登場した．

他方で，グローバリゼーションは，競争優位の源泉としての地域の役割を高

めている．これに対応するために， EU は，単なる再分配政策ではなく，人材

やイノベーションヘの投資を刺激し，地域のソーシャル・キャピタルを高める

触媒として地域政策を活用しようとしている．財政同盟を欠いている EU の財

政規模は GNI の約 1% と小さいが，それは優先課題を変化させるツールとし
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ての役割を果たしており，ボーダー・リージョンに新たな内発的発展の機会を

もたらしている．

こうした EU の変化は，ミクロリージョン，メゾリージョン，マクロリージョ

ン（共通空間あるいは地域統合）という多層的な関係性にロシアを誘い，欧州

近隣諸国パートナーシップ・クロスボーダー・コーペレーション (ENPI-CBC)

は， 3C マイナス (congestions, criminality, closure) を特徴としてきた EU ・

ロシア間のボーダー・リージョンにも内発的発展の可能性を生み出している．

一つの到達点を示すのがバルト海地域プログラム (2007 - 2013 年）である．

キーワード：

内発的発殷， INTER.REG, 欧州近隣諸国，クロスボーダー・コーペレーショ

ン，カレリア，サンクトペテルプルグ， EU 財政，地域政策



ノーザン・ダイメンションからバルト海地域プログラムへ 71 

目次

はじめに

1. 第 5 次拡大後の EU の課題とロシア

(1) ビッグバン後の EU の課題

(2) 「多元的開放型リージョナル・ガバナンス」形成過程としての EU

(3) EU 統合における ENP の位置

(4) EU の深化，拡大．対ロシア政策の連動

2. EU の深化・拡大と「諸地域からなるヨーロッパ」

(1) 域内格差と地域政策の新たな役割

(2) EU 財政改革を通じた地域政策の発展

(3) 優先課題を変化させるツールとしての EU 財政

(4) 「中心・周縁」から「ネットワーク」の文脈ヘ

(5) 欧州近隣諸国パートナーシップ政策手段 (ENPI) の形成

3. EU ・ロシア関係とノーザン・ダイメンション

(1) EU とロシアの相互依存と非対称性

(2) カレリア経済とフィンランド

(3) サンクトペテルプルグ・コリドール構想

(4) 地域協力を組み込んだ多元的な分析枠組みの必要性

(5) ノーザン・ダイメンションの革新性

(6) バルト海地域プログラム

おわりに一「実験室」としてのバルト



72 立正大学経済学季報第 58 巻 4 号

はじめに

ノーザン・ダイメンションから

バルト海地域プログラムヘ 1

- EU 統合の深化・拡大と地域協力の変容―

EU は，これまで度重なる拡大を図ってきたが，それぞれの契機は異なって

いる．原加盟国であるフランス， ドイツ，イタリア，オランダ，ベルギー，ル

クセンプルグに加え， 1973 年にイギリス，デンマーク，アイルランドが参加

加した（第 1次拡大）．これは， 1960 年代から続いたイギリス加盟交渉が決着

した結果であった. 1970 年代中葉のオイルショックを発端とした世界的不況

の結果，ギリシャ，スペイン，ポルトガルで軍事政権が倒れると， 1981 年に

ギリシャが， 1986 年にはスペイン，ポルトガルが EC に加盟した（第 2 次拡大，

第 3 次拡大）. 1989 年のポーランドにおける非共産党政権樹立を発端として，

ヨーロッパ社会主義諸国の体制転換ドミノ現象が起き，ソ連崩壊によって冷戦

体制が終焉を迎えた．これを契機として中立国オーストリア，フィンランド，

スウェーデンは， 1995 年に EU 勺こ加盟した（第 4 次拡大）．そして， 2004 年，

体制転換を果たした中欧諸国ポーランド，チェコ，スロヴァキア，ハンガリー，

スロヴェニア，さらにバルト諸国リトアニア，ラトヴィア，エストニア，そし

てマルタ，キプロスが，続いて 2007 年に改革が遅れていた旧社会主義諸国の

プルガリア，ルーマニアが加盟するに至っている（第 5 次拡大）．さらに， EU

は，クロアチア， トルコ，マケドニアの 3 カ国を加盟候補国として承認してい

1 本稿は．文献に示した拙稿を基礎としているが．特に EU 地域政策の新たな展開を踏ま

えて．根本的な加筆・修正・ 再構成を行っている．

2 EC (欧州共同体）が EU (欧州連合）となるのは．マーストリヒト条約以降のことであ

るが．それ以前の EC の段階の場合も EU とする場合がある．
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る．

第 5 次拡大は．かつて「東欧」と呼ばれていた旧共産圏の国々を含むことか

ら，一般に東方拡大と呼ばれる． しかし．新加盟の国々の構成からも明らかな

ように．第 5 次拡大は北と南への拡大の要素を含んでおり．それは, WNIS (ウ

クライナ，ベラルーシ．モルドヴァ）や西バルカンに位置する国々との境界線

ばかりでなく．バルト海．地中海．黒海の周辺地域との境界線をどのように管

理するのかという問題を EU に突きつけたのである 3_ トルコ加盟問題は．ヨー

ロッパ・アイデンテイティの問題でもある．こうして． ヨーロッパとは何か．

EU はどこまで拡大するのかといった疑問がクローズアップされ，いずれどこ

かに境界線が引かれるはずだという漠然とした意識が共有されるようになった

のである (Browning and Joenniemi, 2007, p. 3). 

EU は，少なくとも当面は EU の外部に留まると想定されている近隣諸国を

2 つのカテゴリーに分けている. 1つは，潜在的加盟候補国とされ，その前段

階として「安定化・連合協定」の対象国となっているアルバニア，ボスニア・

ヘルツェゴビナ，モンテネグロ，セルビア，コソボ 4 であり，加盟前支援政策

手段 (IPA : Instrument for Pre-Accession) による支援が行われている． もう 1

つは， EU の欧州近隣諸国政策 (ENP: European Neighbourhood Policy) の対

象国となる国々である（ウクライナ，ベラルーシ，モルドヴァ，グルジア，ア

ゼルバイジャン，アルメニア，チュニジア，イスラエル，モロッコ，ヨルダン，

エジプト，アルジェリア， レバノン，シリア， リビア，パレスチナ自治政府）．

これらの国々には，欧州近隣諸国パートナーシップ政策手段 (ENPI:

European Neighbourhood and Partnership Instrument) を通じた支援が行われ

ている．なお， EU と最長の境界を接することになるロシアは， ENP の枠外に

留まっているが， ENPI の対象国である．

留意すべきは，「東欧」の体制転換から EU 加盟への道程が， EU 統合の深化

の時期と一致していたことである. 1980 年代前半に「域内市場」という用語

3 この問題は．不法移民に対する管理強化という形で先鋭化している．庄司 (2007 年）．

蓮見 (2008 年）を参照．

4 国連安保理決議 1244 によって定義されるコソボ．
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が頻繁に使われはじめ. 1985 年の「域内市場白書」の採択と 1987 年の単一欧

州議定書の調印•発効を分岐点として. EU は統合の深化の新たな段階に入っ

ていったのである 5 (田中俊郎, 2006 年， 3-4 頁. 8 頁）．

本稿は．こうした EU 統合の深化・拡大の下での内外地域の変容の一例とし

て，バルト海地域に焦点を当て．フィンランドのイニシアチブによって導入さ

れたノーザン・ダイメンション (ND : Northern Dimension) 政策の登場から

バルト海地域プログラム (2007-2013 年）に至る EU の内外地域を包摂した協

力枠組の変化について考察する．これによって．バルトにおけるメゾリージョ

ン・レベルの地域協力が． ヨーロッパにおける分断を克服する試みであると同

時に．地理的スケールの再構築を通じた「諸地域からなるヨーロッパ」に連な

る内発的発展の実験室であることを明らかにしたい．

1. 第 5 次拡大後の EU の課題とロシア

(1) ピッグバン後の EU の課題

ビッグバンとも呼ばれる第 5 次拡大後，これまで最も有効な外交手段であっ

た加盟戦略を限定し，それを補完する対策として打ち出されたのが欧州近隣諸

国政策である．フェアフォイゲン拡大担当欧州委貝（当時）の次の発言は，

EU が，ポスト拡大期，いいかえれば加盟とは異なる方法でヨーロッパにおけ

る安定と繁栄の共有を図る新たな段階に入ったとの認識を示している

(Verheugen, 2003). 

「第 1 に，今や EU が大陸規模になっているとしても，「ヨーロッパ」と

「EU 」は同じではない．第 2 に， EU は，その近隣の安定，繁栄，民主主義に

大きな関心をもっている・・・（中略）・・・ヨーロッパの一方の不安定性は，

すぐに他方に影響をもたらす」．

とりわけロシアは，長大な境界を接するヨーロッパ最大の隣国となり．また

5 なお，田中索香 (2007 年 a , 2-3 頁）は．ヨーロッパ統合の 4 段階を指摘している．
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ポーランドとリトアニアに挟まれたカリーニングラード州は拡大EUの「包領」

となった 6. いわゆるグレーゾーンと呼ばれるロシアと EUのあいだに位慨す

る国々への対応も課題となった (Mouritzen and Wive!, 2005, pp. 198-199). この

ように対ロシア関係は．ビッグバン後の EU対外関係の焦点となったのであ

る．

ここで留意すべきは, EUが50年にわたり深化と拡大を繰り返し．その度

に多様性を統合の要素として組み込む制度的工夫を重ねながら統合を深化させ

てきたことである 1_ こうした問題意識から見た場合，コペンハーゲン欧州理

事会において「一つのヨーロッパ」が謳われた 2002 年から東方拡大が実現す

る2004 年までの時期は．次のように EU内外の諸政策が同時に実行された分

岐点であった．

• の

・欧州憲法条約案

• 第 5 次拡大

• 欧州近隣諸国政策の発展（ワイダー・ヨーロッパ構想から ENP へ）

・対ロシア政策の転換 (1999 年対ロシア共通政策から 2004 年対ロシア政策

文書へ）．

欧州憲法条約案は. EU統合の理念と制度を総括し，多様性を増した拡大

EU 内部の社会・経済的結束とガバナンスの強化を意図していた．比喩的にい

えば，これは EU 自身による内的定義の試みである．一方．欧州近隣諸国政策

(ENP) は，「価値の共有＋経済協力＋経済発展の前提となる安全保障門を基

礎に「共有 (joint ownership) 」の下で対象国ごとのベンチマーク（達成目標）

6カリーニングラードについては．蓮見 (2007 年）を参照

7ペルクマンスによれば. EU統合は．深化 (deepening), 権限拡張 (widening), 地理的

拡大 (enlargement) を通じて発展してきた（ペルクマンス，2004 年，40-43 頁）．

8 このENP の定義は．蓮見 (2005 年a) に基づいている．「経済発展の前提となる安全保

障」という記述は. 2003 年に公表された欧州安全保障戦略（いわゆるソラナペーパー）

に記述されている表現である．欧州安全保障戦略は, ENP というソフトセキュリティ戦

略の補完．及び国連を中心とする多元的な枠組みの中でNATO. 米国との協力を確保す

るという 2つの側面をもつ．後者の点については．小林 (2005 年）．植田 (2007 年）を

参照．
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を含むテーラーメイドの行動計画を作成し，「共通の利益」を梃子として「共

通の価値（民主主義．法の支配，市場経済等）」を中核とする EU の理念と諸

制度を「輸出」し．近隣諸国のグッド・ガバナンス形成を支援することによっ

て．域外地域との境界線が新たな分断となることを予防しようとするソフトセ

キュリティ戦略である．いいかえれば. ENP は域外地域との関係性において

EU を位置づけようとする外的定義の試みである（蓮見， 2005 年 a, 160 頁）．

(2) 「多元的開放型リージョナル・ガバナンス」形成週程としての EU

しかし，単―市場の完成と第 5 次拡大の後の情況に合わせて EU を再定義し

ようとするこの 2つの試みは，必ずしも想定通りには進まなかった．一方で．

2005 年，欧州憲法条約案はフランスとオランダの国民投累で否決され，修正

を加えた EU 改革条約案（リスボン条約案）は小国アイルランドの国民投累で

否決された．他方で. ENP には．ダプルスタンダード，加盟のインセンティ

ブの欠如によるベンチマーク達成の困難．パートナーシップの非対称性 (EU

の優位）などの問題点が指摘され（蓮見， 2005 年 a , 169-171 頁）， EU との「共

通の価値」と対象国の特質に合わせた「差異化 (differentiation) 」のバランス

を模索する方向で政策の軌道修正がなされている段階にある．たとえば，ブル

ガリア．ルーマニアの加盟により, EU が黒海に達したことを踏まえて 2007

年末に公表された政策文書「強力な欧州近隣諸国政策」では．「地域的プロセス」

が強調され．「差異化」「共有」の原則と並んで．これまで一連の ENP 文書に

おいて後景に退いていた地域協力との連携が強調されるようになり始めている

(EC, 2007a). 

EU がこうした新たな課題に直面しているのは．「ワイダー・ヨーロッパが

ヨーロッパの概念的，戦略的．空間的限界に関わっている」からである

(Tassinari, 2006, p.31). それは. EU という地域統合の内部におけるガバナン

スがグローバル・ガバナンスにおける EU の役割と分かちがたく結びついた「多

元的開放型リージョナル・ガバナンス門の形成過程である（図 1). 「制度の

9 経済ガバナンスにおける多元性については．蓮見 (2006 年, 192-199 頁）を参照．多次

元的ネットワーク・ガバナンスという視点から EU を論じた文献として．中村 (2005 年）

を参照
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図 1 「多元的開放型リージョナル・カバナンス」による EU の引力
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共同体」の境界線は，加盟という条件によって基本的に明確である．これに対

して， EU の市場理念規範の影響力は，それを超えて拡がる．これが，規

範のパワー (normative power) としての EU10 の引力を生み出している. EU は，

補完性原則により国家を組み込んだ多元的な「制度の共同体」が作り出す規範

を国家が自発的に受け入れることによって，開放的な「市場の共同体」が生み

出す利益を分かち合い，「安全保障の共同体」を維持する自主的なヒエラルキー

的秩序を形成している．その規範はネットワーク外部性により近隣諸国に拡張

していく可能性をもつ．近隣諸国を「市場の共同体」ばかりでなく, ENP 行

動計画や「地域の共同体（ユーロリージョン等の地域協力）」を通じて，部分

的に「制度の共同体」の活動に参加させ， EU を支える「理念の共同体（民主

主義，法の支配，市場経済等の共通の価値）」を近隣諸国に普及させていくこ

とは，「制度の共同体」が生み出したガバナンス・モデルを受け入れるソーシャ

ル・キャピタルの形成を促し庄「安全保障の共同体」を強化する．こうして，

10 たとえば， Diez and Manners (2007), Pace (2007) を参照

11 、ノーシャル・キャピタルの重要性については，住沢 (2007 年， 253-254 頁）を参照．
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EU は．域内の国境を崩し地域統合を進めていくプロセスを超えて，域外国境

の境界線をも崩しながら新しいグローバル・ガバナンスを構築していくアク

ターヘと飛躍していく潜在的可能性をもつのである．

しかし， EU の域外地域は，かならずしも EU統合の論理が直接適用できる

社会ではなく，複雑性と不確実性に充ちている 12_ ロシアは， EU加盟を目指

しておらず， EU との対等な戦略的パートナーであることを望んでいる. ENP 

対象国のウクライナやグルジアは．ロシアが勢力園に留めようと腐心してきた

「近い外国」であり， EUが支持したウクライナのオレンジ革命やグルジアの

バラ革命も，必ずしも EUの想定するような民主化革命ではない庄

このため， EU は，国境管理の強化を進めつつ，今のところ成果に乏しいに

の •

教育）やエネルギー対話．あるいはロシア北西地域を含むノーザン・ダイメン

ション (ND : Northern Dimension) などの地域協力枠組を通じたロシアとの

協力を模索せざるを得なかったのである．これまでも加盟候補国に対しては支

援政策の域内政策への包括が進められ（蓮見，2001 年，6頁），また「INTERREG

とTACIS を統合するためのガイド」 (EC, 2001) は， ENP 立案される以前から

ロシア・ CIS に対する支援政策を域内政策に適合させる動きがあったことを示

している. ENPI は，まさにこうしたEU拡大に伴う境界線の構築と破壊を両

立させるための政策手段として導入されたものだと考えられる事実， 2007-

2013 年の EU財政では， TACIS (ロシア・ CIS 諸国支援）や MEDA (地中海

支援）等の対外支援予算は， ENPI に一本化され，前予算より実質で32% 増額

されている 14. ENPI に関する規則によれば，「新しい分断ラインの創出を避け

るためには， EUの外部境界に沿った効果的なクロスボーダー・コーペレーショ

ンのための障害を取り除くことが特に重要である．クロスボーダー・コーペレー

ションは，近隣諸国のボーダー・リージョンと EU全体及び近隣諸国との調和

12 この実例を示すのがグルジア紛争である．「ロシア・ユーラシア経済J2009 年3月号の

グルジア特集を参照．

13 藤森信吉，前田弘毅，宇山智彦 (2006 年）を参照．

14 http://ec.europa.EU/world/enp/funding_en.htm 
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のとれた領域的統合とのあいだにおける，統合された持続可能な地域発展に貢

献すべきである．この目的は．対外政策外交の諸目的を環境的に持続可能な経

済・社会的結束と組み合わせることによって最もよく達成されうる．」 (OJL310,

2006) 

(3) EU 統合における ENP の位置

次に, EU 統合の文脈に即して ENP と対ロシア関係を理解することの重要

性を指摘しておこう．図2 は, EU 統合の深化と拡大の諸段階を示したもので

ある．一方で, EU 統合の深化は, EU 市場の魅力と EU の求心力を強め，拡

大を誘発する．他方で．拡大は, EU 内部の多様性と地域的利害対立の可能性

を高める．たとえば．イギリス加盟は．衰退産業地域問題を持ち込み, EU 地

域政策を生み出す端緒となったが．イギリスは．分担金の不公平性を主張して

図2 EU 統合の深化・拡大と ENP

深
化

2005 年リ7v ポン霞葛見直し EU 改箪条l'1( リスポン条約）？
2005 年欧州璽法条約稟否決

2000 年’広ポン黒略
2001 年ラ-ケン宣言

関紐Zの完成
j 1981-1986 年ギリシャ、

1913 年イギリスペイン、ポルトガル

1958 年ローマ条灼 ス．アイルラン
ド・デンマーク

1990 年東ドイツ

2001 年ヨーロッパ共直経済空問槙g

1999 年対ロシアEU 共直覆略

1002 年ロシアの市場経済I!!!! 定

1002 年カリーニングラード合I

1羽4年～欧州経済饂這(EEA)

アイスランド．リヒテンシュタイン,I ルウェー

拡大

出所： Cable (1999, p.56) を参考に作成．
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割戻金の特典を確保し，重要な政策分野についてオプト・アウトの立場を維持

している．南欧の加盟は，後発地域の開発問題と社会・経済的結束の強化とい

う課題を提起し， EU 地域政策の強化の契機となったばかりでなく，地中海地

域の開発問題を持ち込んだ（バルセロナ・プロセス）．フィンランドの加盟は，

欧州北部 15 の開発問題を提起し， EU における対ロシア政策の重要性を高めた

（ノーザン・ダイメンション）．コソボ紛争は，限定的な軍事力行使を含む地域

的安全保障の必要性を再認識させ，欧州安全保障防衛政策 (ESDP) の強化を

促進した（南東欧安定協定）．さらに第 5 次拡大は，域内格差の拡大，意思決

定の困難，長大な境界線の管理問題などへの対策を必要とした． しかも，それ

は，ロシアが「近い外国」と位置づけてきた WNIS の開発問題を持ち込み，

ロシア要因の影響をさらに高めた．

このように，拡大は，いかにして内外の多様性を把握し地域利害を調和させ

るのかという問題を常に提起してきたのであり，そのために EU は対内的には

EU の権限拡張をともなう統合の深化を追求し，対外的には連合協定などに

よって近隣諸国に対する影響力を確保するリージョナル・ガバナンスを構築す

る努力をしなければならならなかったのである．第 5 次拡大と平行して，欧州

憲法条約案と ENP が形成されるのも，それ故である．

(4) EU の深化，拡大．対ロシア政策の連動

EU の対ロシア政策もまた，こうした EU 統合の文脈に位置づけることがで

きる．それには，次のような転換点がある．

第 1 に，マーストリヒト条約が発効し，加盟のためのコペンハーゲン基準 16

が示された 1993 年である．これ以降，将来の加盟の可能性を盛り込んだ欧州

協定は， PHARE 対象国となる中東欧・バルト諸国に順次拡大された．共通外交・

安全保障政策 (CFSP) が始動したのもこの年である. 1994 年以降, TACIS 支

15 本稿では．北欧 (Norden) と区別するために．北欧諸国．バルト諸国．ロシア北西地域．

ドイツ北部．ポーランド北部．アイスランドなどを含むより広い範囲を示すものとして

欧州北部 (Northern Europe) という用語を使用する．

16 政治的基準（法の支配．民主主義．基本的人権）．経済的基準（機能する市場経済. EU 

内の競争と市場に対応できる経済）. EU 法（アキ・コミュノテール）の受容．
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援の対象となるロシア・ CIS 諸国とのあいだではパートナーシップ・協力協

定 (PCA) が締結されていった．このように両者に対する支援策を PHARE と

TACIS によって分離したことが，不確実性を抑制しながら拡大を追求するこ

とを可能にしたのである．

ところが. 1995 年の北欧諸国，特にロシアと肛接国境を接するフィンラン

ドの加盟は，ロシア要因をプリュッセルとの交渉のカードとして利用しようと

する思惑とも関連して（石塚， 2003 年， 181 頁）， EU拡大と対ロシア政策との

関連を再認識させた. 1997 年，フィンランドは，ロシア北西地域を組み込ん

だノーザン・ダイメンション (ND) を提案していた．

第 2に，アムステルダム条約が発効した 1999 年である．ベルリン欧州理事

会は，加盟前支援戦略を織り込んだアジェンダ 2000 に基づいた財政見通し

(2000-2006 年）を承認した．ヘルシンキ欧州理事会は，すべての加盟候補国と

の交渉開始を決定し，翌年，拡大のための機構改革を織り込んだニース条約が

締結された．欧州安全保障防衛政策が具体化されていくのもヘルシンキ以降で

ある．また 1999 年6月， EU の対ロシア共通戦略が作成されるが， これは共

• 安全保障政策 (CFSP) の最初の適用事例であった．これに対してモ

スクワは異例の速さで対応し， 10 月「対EU 関係発展中期戦略 (2000-2010 年）」

を示した 17.

第 3に， コペンハーゲン欧州理事会が中東欧10 ヵ国の加盟交渉の完了を宣

言した 2002 年である. 2001 年，欧州委貝会は，政策文書「EU とカリーニン

グラード」を公表し，翌年ビザに代わる簡易通行証についてロシアと合意して

いる（蓮見， 2007 年， 19-22 頁）．また，エネルギー対話や共通経済空間のため

の共同作業が開始され．拡大後を念頭にロシアとの協力を模索する動きが顕著

になった．特箪すべきは，拡大後の対WNIS 政策を展望したソラナとパッテ

ンの共同書簡「ワイダー・ヨーロッパ」が作成され，テッサロニキ欧州理事会

にソラナ・ペーパー (ESS) が提出されたことである．

＂ただし， EU とロシアの文書の含意は異なる. EU は「共通の価値」と「共通の利益」を

重視し，これは ENP においても一貫している． これに対して，ロシアは国益を強調する．

詳しくは， Lynch(2003) を参照
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2003 年，欧州憲法条約案に関する政府間協議が開始され．一方．ワイダー・

ヨーロッパ構想は．対象国を拡大し次第に ENP へと整えられていった．サン

クトペテルプルグで行われたロシア ・EU サミットでは，両者の関係が「ワイ

ダー・ヨーロッパの中でさらに接近するパートナー (Ever closer partners in a 

Wider Europe) 」と定義され．共通経済空間の枠組みを広げ,4つの共通空間18(経

• を と

意が成立した (EU-Russian Summit, 2003). 

2004 年は．第5次拡大が実現したというばかりでなく．欧州憲法条約案が

合意され．リスボン戦略の見直しを求めるコック・レポートが提出され． トル

コとの加盟交渉開始が認められ, ENP 戦略文書が公表された年であった. 2月

の「対ロシア関係に関するコミュニケ」は, ENP の枠組みを念頭に EU益を

擁護しつつロシアと協力関係を打ち立てていく方針を明確にし，対ロシア政策

を積極化させた (EC, 2004). 

このように. EU の対ロシア政策は，統合の深化と拡大に連動して変化し．

今やロシア問題は EU の内部問題の一部となり始めている 19.

2. EUの深化・拡大と「諸地域からなるヨーロッパ」

このように， EUの深化，拡大，欧州近隣諸国政策， EU ・ロシア関係は不可

分である．優れて地域統合である EU にとって，この過程は空間設計の問題と

深く関わっている 20_ スミスによれば，「地理的スケールの再構築は・・・「

新しいヨーロッパ」の政治的，経済的，社会的再定義の中心であり続けている」

(Smith, 1995, pp. 60-61). こうした問題意識から， EUの深化・拡大の過程が，

EU財政改革を通じて地域政策を発展させ，単に EU域内ばかりでなく，ロシア・

EU のあいだのボーダー・リージョンにも新しい内発的な発展の可能性を生み

18 初期の構想については，蓮見 (2003 年， 82-89 頁）を参照．

19 典型的な事例が，エネルギー分野である．これについては、坂ロ・蓮見 (2007 年）を参照．

20 小川 (2001 年，219-220 頁）によれば， EUが求心力となる「EU ヨーロッパ」を，「内外

の区分が流動的であるだけではなく，内部における差異を排除し均質化することができ

ない」「広大な「フロンティア」からなる地理空間」として特徴づけることができる．
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出していることを明らかにしよう．

(1) 域内格差と地域政策の新たな役割

拡大は EU 内部における地域格差を拡げている. 1988-2007 年に， EU の人口

は 50% 増加し， 1988 年に 1 人当たりの GDP が EU 平均の 75% 以下であった

のは 12 カ国中 4 カ国であるが. 2007 年には 27 カ国中 10 カ国がこの水準にあり．

しかもうち 7 カ国は 1988 年時点のもっとも遅れた加盟国の水準よりも低いま

まである (EC, 2007b). 加えて．「第 4 次結束報告」によれば, 1995-2004 年の

あいだに. 10 カ国 21 で地域間格差が拡がっている (EC, 2007c, pp. 11-12; 八木，

2007 年， 306 頁）．

しかし．専ら現在の経済格差を根拠として EU 統合の文脈に「中心・周縁」

の論理を機械的に適用し．それに甚づいて再分配的な経済政策を選択すること

は．かえって「中心・周縁」的な経済的従属関係を固定化する結果を招きかね

ない 22_

では．いかにして域内の経済的不均衡の調整を行いつつ．安定的な経済成長

体制を構築するのか．そこで EU が選択したのは．マクドゥーガル・レポート

が想定したような連邦財政主義ではなかった．それに代わって登場したのは．

① ECB による一元的な金融システム＋②安定成長協定 23 の枠内で各国財政が

自律性を保持する分権的財政システム＋③欧州委貝会をコーデイネーターとす

る「EU 一国家一地域」の連携にもとづいたマルチレベル・ガバナンスを通じ

た地域格差是正とメゾレベルの内発的発展の促進．の 3 つの政策を組み合わせ

た EU 独自の成長体制の構築であった（蓮見， 1999 年 b, 54-56 頁） 24_ 

21 イギリス．スウェーデン．オランダ．ポルトガル．ポーランド．ハンガリー．チェコ．ルー

マニアプルガリア．スロヴァキア．

22 EU の地域政策は．スペイン，アイルランドの経済発展を促す方向に作用したとはいえ．

それは再分配政策の結果ではない。むしろ．単一市場の形成が．域内における垂直的差

別化双方向貿易（製品単価の差 15% 以上）の展開を刺激し．スペイン．アイルランドが

強需要産業部門への算入の糸口を掴んだことによる。高島 (2002 年）を参照．

23 年間財政赤字の対 GDP 比3 % 以内．政府債務残高の GDP 比 60%. ただし．金融危機

など特別な事情がある場合は．柔軟な対応をとる余地がある．

24 特に注記のない限り，以下の EU 財政に関わる一般的記述については、 Laffan(1997) を参

照した．
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事実，通貨統合のためのマーストリヒト基準 25 は，財政主権を各国政府の

手に残すことを前提としている．また，後述するように． ドロール・パッケー

ジ I , II によって EU 財政の改革が行われ, EU レベルの地域政策は大きく変

化した．

マーストリヒト条約は，通貨統合にとってばかりでなく．地域・空間政策に

とっても画期的であった．社会・経済的結束 (cohesion) の強化が謳われ．補

完性原則が条文に組み込まれ．地域委員会が新設され，欧州横断ネットワーク

(TEN : Trans European Network) 構想が打ち出された竺これは．最適通貨

圏成立の前提条件と考えられている中央集権的な財政システムによるものでは

ない．それは．補完性原則にもとづいて「EU ー国家ー地域」が連携すること

を前提とした地域政策を組み込んだシステムなのである（蓮見， 1999 年 a,

17-18 頁）．「第 4 次結束報告」の序文において．地域政策担当欧州委員ヒュー

プナーは．次のように述べている．「地域の発展と収紋は. EU. 加盟国．ロー

カル・地域の諸機関の調整を通じたマルチレベル・ガバナンスによって最も良

＜達成される」 (EC, 2007 c, p. iii) . 

(2) EU 財政改革を通じた地域政策の発展

EU の地域政策の改革は， EU 統合の深化と拡大に対応するための財政改革

とともに進められてきた. 1973 年，構造的衰退産業を抱えるイギリス．低開

発のアイルランドの加盟は， EU の地域政策を支える構造基金の骨格部分をな

す欧州地域開発基金 (ERDF) の創設をもたらし， 1979 年の改訂では，非割当

部門（後の共同体イニシアチブ）が新設され， EU 主導の地域政策の一歩が記

された. 1980 年代の南欧の加盟を契機として，プログラム援助拡大によって

共同体権限が強化され，「EU 一国家ー地域」のパートナーシップにもとづい

25 ①インフレ率（消費者物価上昇率が, EU 内で最も低い 3 国の値+ 1・5% 以内，②財政

の健全性（年間財政赤字の対 GDP 比 3 % 以内．政府債務残高の GDP 比 60% 以内）．③

為替相場の安定(ERM において 2 年間正常変動幅を維持し．乎価切下げを行っていない）．

④市場金利（政府長期債利回りが. EU 内の物価水準が最も低い 3 カ国のそれに対して

土 2% 以内）の 4 基準このうち．②は財政権限が各国政府の下に留まること前提とし

ているのに対して．他の 3基準は ECB の創設による一元的金融政策の導入の前提として．

相互に関連の深い金融指標の先行的収紋を図るもの． ． 

26 TEN については．香川．黒木．末広 (2001 年）及びミヒャエル (2004 年）を参照．
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発 発 発 2003 年，

57-79 頁）．

1987 年の単一欧州議定書は．条文に社会・経済的結束の強化を盛り込み．

翌年には EU財政改革（ドロール・パッケージ I) が実施された．初めて多年

度予算となり．これまでの伝統的独自財源（関税．農業課徴金．砂糖賦課金）

と付加価値税に加えて各国拠出金が追加された．かつて EU財政の大半を占め

ていたのは CAP (共通農業政策）であったが． この改革によって構造基金は

倍増した（蓮見， 1999 年b, 39頁. 46-48 頁）．パートナーシップの原則の導入

により．地域・地方が政策主体としてプログラムの立案．実施．監視，評価の

過程に参加するマルチレベル・ガバナンスに基づいて地域政策が進められるこ

とになった．さらに．欧州委貝会が主導する「共同体イニシアチプ」が創設さ

れ，これは国境を越えた地域間協力を促進するための INTERREG を含んでい

た（若森，2007 年，2-3 頁）．

1993 年． コペンハーゲン甚準が示されるとともに. EU財政改革も拡大を織

り込んだものとならざるを得なかった同年のドロール・パッケージI1は，新

たにスペイン等の利害に配慮して結束基金 (1 人当たりの国民総所得EU平均

の90% 以下の地域の環境や交通インフラ）を新設するとともに，北欧諸国の

加盟に備えて構造基金に目的 6(人口過疎地）を追加した．

1997 年に公表されたアジェンダ2000 は．第 5次拡大の実現を前提として

2000-2006 年予算枠組を提案したものであった． この時期は，既加盟国の多く

がマーストリヒト基準を達成するために公的支出を抑制しなければならず，各

国拠出金を増やさずに 27, GNP の1.27% という既存の枠内で，共通農業政策

の改善（価格支持から直接所得保障へ）と構造基金の合理化(§ 的を 7から 3

に集約）によって．域内政策への収敏のための加盟前支援を組み込まねばなら

なかった（蓮見， 1999 年b,43-46 頁；永澤，2000 年）．

2007-2013 年の予算は，競争力強化を目指すリスボン戦略 (2000 年）と持続

可能な経済発展を目指すヨーテボリ戦略 (2001 年）に焦点を当てている．

結束政策は「持続可能な成長」という財政項目に. CAP は「自然資源の保

町 http:// ec.europa.EU /budget/reform/history /history1957 _en.htm 



86 立正大学経済学季報第 58 巻 4 号

図3 200 7-20 13 年 結束政策予算の内訳 (3080 億ユーロ 200 4 年価格）
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全と管理」に組み込まれ，結束政策 とCAP の予算はそれぞれ予算枠の約 36 %

を占めるが前者が後者を若干上回った．予算に占める割合は約 6% にすぎな

いが，対外関係が「グローバルプレーヤーとしての EU 」という財政項目に集

約されたことは， EU が対外政策の一元化を目指していることを示唆している

(EC, 2008 ; 若森， 2007 年， 18-19 頁）．

結束政策の予算は，収敏 （地域格差是正）， 地域競争力と 雇用，欧州地域協

カの 3 つの目的からなり，その内訳は図 3 の通りである. INTERREG を継承

するのが欧州領域協力 (ETC : European Territorial Cooperation ) であり. EU 

内のバルト海地域協力は．国家枠を超えた協力の 13 対象地域の 1 つとなって

いる．

注目すべき は，欧州領域協カ グル ープ (EGTC : European Grouping of 

Territorial Co-operation ) が，法人格をもつ EU レベルの新しい政策手段として，

加盟国に裁量権を残す指令 (Directive ) ではなく， 加盟国内で直接適用される

規則 (Regulation ) によって設立されたことである．加盟国地方自治体，自

主的団体，その他公的機関が EGTC を組織することができる．加盟国は，
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ETC プログラムの管理を EGTC に委託し． また自治体が EGTC としてプログ

ラムを運営することもできる．様々な加盟国の公的機関が．国際協定の締結や

各国議会の承認なしに協力して共同サービスを行うことができるようになった

のである (OJI210; 若森， 2007 年， 17 頁）．

留意すべきは．地域政策が．再分配政策ではなく．地域競争力向上のための

労働能力やイノベーションの投資（若森， 2007 年， 17 頁， 21 頁）を刺激する触

媒と位置づけられていることである．地域政策担当欧州委員ヒュープナーが，

「第 4 次結束報告」の冒頭で述べているところによれば，「結束政策の役割は．

地域経済が世界経済における．そして決定的に重要なグローバルなネットワー

クとクラスターにおける居場所を発見し，グローバルな挑戦と機会に対する強

みと弱みを測り．その国際化を促進する手助けをすることである」 (EC, 2007c, 

p. iv). 

(3) 優先課題を変化させるツールとしての EU 財政

ここで確認しておかねばならないのは. EU 財政が極めて限られており．最

適通貨圏論が前提としている一般的な連邦財政とは根本的に異なっていること

である．確かに. EU 予算は絶対額で見ると年間約 1,000 億ユーロに達してい

るが．それは EU における公的支出の 2.5% にすぎない． しかも．国民総所得

(GNI) に占めるその割合は．予算枠組で 1993-1999 年の 1.21 %から 2000-2006

年には 1.08% に低下している（実績額でも．同じく 1.05% から 0.92% に低下）．

現行の 2007-2013 年の予算枠でも同 0.98% に留まる予定である (EC, 2007b, 

以下同じ）．

しかし．図4 の歳出の動向からもわかるように. EU 予算は．「優先課題を

変化させるツール」の役割を果たしてきた 2s. CAP は. 1965 年に予算の

35.7% を占め．それは 1985 年に 70.8% にも達した．しかし．伝統的な CAP 支

出（農業地域開発を除く）は. 2013 年には実質で 32% まで低下する見込みで

ある．これに代わってシェアを拡大するのが．結束政策である．結束政策は．

28 なお．（ペルクマンス, 2004 年， 82 頁）によれば, EU における「重要な暗黙の原則は「

お金ではなくルール」」である．
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図4 EU財政の歳入と歳出構成の変化 (1958-2008 年，国民総所得に対する割合 ％） 
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1965 年にわずか 6%であったが ドロール・パッケージによる改革によって

1988 年には 17.2% に達したこれば 2013 年には 37.7% まで増加し，少なく

ともその 3分の 2は，競争， 成長， 雇用のためのものであるまた，その他の

予算項目（主に競争力，対外活動，農村開発関連）は 1988 年の 7%から 2013

年には 26% へと大幅に増加する （内訳：競争力 10.2%, 対外活動 6.3%, 農村

開発7.3%).

歳入構造も大きく変化している．当初，加盟国の分担金に依存していたが，

1970 年に伝統的独自財源， 1979 年に付加価値税ベースの財源が導入された．

しかし，その後貿易自由化の影響により伝統的独自財源は減少し，また付加

価値税は逆進性の問題があることから課税標準に制限が課され減少した (EC,

1998, pp. 41-42 ). これに代わって急増するのが， ドロール・パッケー ジIで導

入された GNP ベース （後に GNI ベース）の加盟国の分担金である 1988 年に，

この財源はEUの歳入の11% に満たず，伝統的独自財源が28%, 付加価値税ベー

ス財源が57% であった しかし， 2013 年には， GNI ベ ースの資金の割合は

74% まで増加する見込みである
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このように. EU 財政は．一方で．歳出面においては EU 全体の優先課題に

焦点を当てた「連邦」的な性格をもつのであるが．歳入面ではますます GNI ベー

スの加盟国拠出金に依存するという「国家連合」的性格をもつという矛盾をか

かえている（蓮見， 1999 年 b,4 臼 8 頁）．イギリスの割戻金．共通農業政策の

見直し，あるいは分担金の不均衡問題（たとえば， ドイツ，オランダの超過負

担）などをめぐって対立が生じ. 2008-2009 年に現行財政の見直しについて協

議するという妥協が図られた根本原因は，ここにある．これは徴税権の問題で

もあり，政治統合の進展なしに， EU 財政を大幅に拡大することは難しい竺

こうして， EU は，① ECB による一元的な金融システムを基礎とする通貨

同盟と②安定成長協定の枠内で各国財政が自律性を保持する分権的財政システ

ムを前提とした経済同盟の下で．いかにして安定的な成長体制を構築するかと

いう課題に直面した．そこで選択されたのは．③欧州委員会をコーデイネーター

とする「EU 一国家ー地域」の連携に基づいたマルチレベル・ガバナンスによ

る地域格差是正とメゾレベルの内発的発展の促進という選択であった．

アルソップによれば． ヨーロッパ各国内においては，財政の安定化機能は高

＜．外部への販売の落ち込みによる所得の損失の 3 分の 1-2 分の 1が是正さ

れており, EU 財政を通じた国家間調整が課税の 0.5% 程度の調整にすぎない

としても．分権的な財政政策は成立可能である．それは．政治的に容易に受け

入れられ．租税回避を防止しやすく．財政政策によって転換可能な需要ショッ

クと相殺できない供給ショックや競争力の変化を見極めやすく．特に短期的な

景気変動に機動的に対応できるなどのメリットがある．同時に．分権的財政シ

ステムは．各国の財政政策のあいだの調整問題に加え．国境を越えて地域の競

争力を強化するための長期的な支援によって EU 全体の結束と競争力強化を促

進するという課題には十分に対応できない (Allsopp, 1998, pp. 158-161). 

一方で．安定成長協定による協調と経済財政理事会 (ECOFIN) による「広

範な経済政策ガイドライン」に基づいた多角的監視手続きによって各国の財政

手続きの調整が行われ，他方で，結束政策の面で，欧州委貝会がコーデイネー

29 MacKay (1995, p. 177) によれば，不十分な EU 財源と民主主義の赤字は，政治統合を欠

いているという同じ源泉から生じている．



90 立正大学経済学季報第 58 巻 4 号

ターとなって，国家及び地域と連携しながら地域政策を推進していく体制がと

られるのは，それ故である．

(4) 「中心・周縁」から「ネットワーク」の文脈ヘ

EU レベルの地域政策の強化にともなって．地域は，単に「中央政府ー地域」

という伝統的な関係にとどまらず，「EU ー国家ー地域」という新たな文脈に

おかれる．その結果，地域協カプログラムをめぐる 3 者間の交渉や協調を通じ

て，地域はより積極的に内発的発展のイニシアチプを発揮する可能性を得るの

である．柑本 (2006 年， 111-112 頁）によれば「EU 地域政策の重層性は．・・・

水平的な「越境的行為体」のみならず，同時にその層の間を往還する垂直的「超

層的行為体」をも出現させ」．「「層」と「層」の間に「狭空間」が生まれ．そ

こが新たなアイデンテイティを獲得した行為体の「プレイングフィールド・・・」

となっている．」

そこでの地域政策には，内発的な発展とネットワークのパラダイムに基づく

新しいアプローチが必要となる．伝統的な地域政策理念は，資本．良質な労働．

規模の経済性にかかわる障壁が発展の栢桔となると想定してきた．したがって，

伝統的理論によれば，地域政策は国際競争から最も弱い地域を守るべきであり，

その主な手段は，低開発地域における生産要素のコストを引き下げ，企業の価

格競争力を維持するために最も発達した地域から財政移転を行うことであっ

た (Cappellin, 1995, p. 41). 

これに対して，新しいアプローチによれば，発展を妨げる最大の要因は，企

業者精神とイノベーションの能力 (capability) の低さ，特殊なノウハウの不足，

低開発地域経済の国際化の低さ，である地域政策の目的は．最も遅れた地域

と最も発達した地域のあいだの技術的・組織的ギャップを縮小することである．

伝統的な地域政策が工業活動のみに集中してきたのに対して，新しいアプロー

チは，外部世界とのあいだの財，人，資本，情報の流れを促進するサービス活

動やインフラの近代化を強調する (Cappellin, 1995, p. 41). 

たとえば， EU は，「中心・周縁」概念に欠落している交通システム．物理的・

組織的ネットワークのサポートによって，経済格差に対処しようとしている
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(Eskelinen and Snickars, 1995, pp. 1-5). その甚盤の一つがトランス・ヨーロピ

アン・ネットワーク (TEN) である．これは，単―市場下における競争環境

の整備と社会・経済的結束の促進を H的とした域内政策として打ち出されたも

のである．指摘しておかねばならないのは. EU 域内を中心とする TEN と

ENP との関連性である. 2007 年に， EU と近隣諸国を繋ぐ汎ヨーロッパ回廊．

地域 (Pan-European Corridors/ Areas) 構想が刷新され，海上ルート，北軸．

中軸．南東軸，南西軸の 5 つの交通軸 (axes) が特定された．これは．主要な

トランス・ヨーロピアン交通軸の近隣諸国への延長に関する 2004 年のハイレ

ベル・グループの提言に基づくものである． これらの中で．北軸はノルウェー．

ベラルーシ．ロシアを EU と結ぶものである．中軸はウクライナ．黒海．カス

ピ海と EU を結び．これにはウクライナからシベリア鉄道への匝結ルートとド

ン・ヴォルガからバルト海へのルートも含まれている (EC, 2007e). 

このように. EU の単―市場下の地域は， ネットワークの文脈におかれ．競

争優位を生み出す源泉としての地域の役割が重要になっている．

(5) 欧州近隣諸国バートナーシップ政策手段 (ENPI) の形成

単―市場下にありながら内部に国境をもつ EU 内では．経済通貨同盟 (EMU)

実現の過程と並行してリージョナリズムの制度化が進んだ.1988 年のドロール・

パッケージ Iは．複数国にまたがるインフラ整備や失業対策などに対応するた

めに「共同体イニシアチプ」を導入した．これは. § 的使途に関して加盟国発

案を原則としていた従来の構造基金と異なり, EU が発案し．欧州委員会のガ

イドラインに基づいて実施される EU 主導の地域政策であり, EU レベルでの

地域・空間構想を実現していく端緒を切り開いた. 1993 年のドロール・パッケー

ジII によって．「共同体イニシアチプ」は構造基金予算全体の 9% を配分され．

また欧州委員会と加盟諸国代表で構成される共同体イニシアチプ委貝会が設置

された．同時に，結束基金と地域委貝会が新設された．ここに．欧州委貝会の

主導の下で加盟各国が協力して超国家事業を推進していく条件が整えられたの

である（辻悟―, 2003 年， 101 頁, 136-127 頁）．

その後 2000-2006 年の予算では．構造甚金に占める共同体イニシアチプの
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割合は半減したが， INTERREG はその予算の半分を占める政策として生き残

り， EU 内外の地域を含む政治・経済的空間再編の新たな枠組において地域協

力を支援する役割を担うようになる. EU 域内の国境を挟む協力 (CBC:

cross-border cooperation) を支援する INTERREG II A は， INTERREG IIIA に継

承されるが，同時に加盟候補諸国に対する支援 (SAPARD (農業）， ISPA (イ

ンフラ）， PHAI むーCBC), 西バルカン地域支援の CARDS, EU の域外に残され

る近隣諸国との国境域への支援政策 TACIS-CBC などが補完的な政策として導

入された．域内地域・空間政策と EU 域外地域への支援政策を接合する試みが

開始されたのである. 1996 年には INTERREG II C が新設され，水資源の管理

を含む地域・空間計画に関する超国家的枠組みが示された．これは北海，バル

ト海，地中海を含む 13 のメゾリージョンからなる INTERREG III B (transnational 

cooperation) とEU の東西南北間の連携を図る皿C (interregional cooperation) 

に引き継がれた（若森， 2007 年， 4-9 頁）．

さらに， ENP の発展は，域内の地域政策と近隣諸国支援の手段を接合する

という課題を提起した. 2003 年に公表された政策文書は，「新しい近隣諸国政

策手段のための道を開く」は， ENP の形成，及び特にフィンランドーロシア

国境で観察されていた INTERREG とTACIS-CBC の協調に鑑み，「拡大 EU の

域外境界を包摂した」，つまり INTERREG, PHARE, TACIS, CARDS, 

MEDA を統合した近隣諸国プログラムの必要性を指摘し，次期予算までの

2004-2006 年のあいだは，さしあたり既存のプログラムの調整に甚づいて近隣

諸国プログラムを立案し，その課題に対応することとした (EC, 2003). 

2007 年以降，新しい財政枠組の中で，加盟候補国に対する支援は IPA

TACIS とMEDA は ENPI に再編された．留意すべきは， 2004 年以降進められ

てきた近隣諸国プログラムの経験を踏まえて， IPA とENPI が，域内の欧川領

域政策 (ETC) と連携しながら，多年度予算のクロスボーダー・コーポレーショ

ンの枠組で内外の地域協力を進める体制が整ったことである. ENPI-CBC には，

「真のクロスボーダー・メカニズムを通じた共同管理」のためにプログラムの

共同管理が導入された．参加各国の代表者からなる共同モニタリング委員会

(JMC) が組織され，その会議には地域・地方の自治体の代表者や市民社会の
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出所： http :/l www.rcbi .in fo 1pages ll2 _1.html. http :/l www .rcbi.info lpages ll3_l.html 
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代表者の参加が奨励され．参加者数については国ごとのバランスが配慮される．

共同プログラムの通常の管理・執行に責任もつ公的組織として共同監督局

QMA) が設置される (EC,2007g; 正木， 2007 年， 294-295 頁， 299 頁）．

対象地域は．図 5 の通りである．その予算は．約 5 億 5,000 万ユーロで，

ENPI 予算のわずか 5% を占めるにすぎないが．関係国が同等額を負担するこ

とになっているので．実際には．その 2 倍の規模である．つまり, ENPI -

CBC は EU が作り出した制度であるが．このプログラムの中では, EU 域外の

アクターの資金と発言権が確保されているのである．また，先に述べたように

EU 財政の「優先課題を変化させるツール」としての役割を考えれば， ENPI-

CBC の役割を財源の規模だけで評価すべきではない．

ENPI-CBC の対象と

なる地域には．北東の

表 1 ENPI - CBC 対象地域における内外格差

2002 年， 1人当たりの地域総生産，単位：ユーロ

境界の EU 側に 4,750

万人，近隣諸国側に EU 内地域

6,730 万人が住み，南丘滋面面韮

の境界では．それぞれ

1 億 2,590 万人， 1 億

3,160 万人である (EC, EU 内地域

陸境および海境プログラム
1 北部 I 東部

23,180 
2,448 

3,391 
1,249 

海域プログラム

誓p
1,994 833 2007f) 30. 表 1 から明 日 直 亘 亜 亘

らかなように．これら
出所： EC. 2007f. 

南部

地中海

19,343 
3,882 

の境界線を挟む地域間の経済格差は極めて大きい．これは, EU 側から見れば．

南と東の隣国からの移民圧力にさらされていることを意味している. 2006 年

に EU27 カ国の域外国境を通過している人数は 8 億 8,000 万人で， 800 万人の

不法移民が EU 内にいると推定され. 50 万人が逮捕され， うち 40% が退去さ

れられている. 2006 年だけで 90 万人が入国を拒否され．そのうち 60 万人は

モロッコ北岸のスペイン領のセウタとメリリャにおいてである．こうしたこと

から, 2008 年 2 月， EU は, FRONTEX (欧州対外国境管理協力機関）．

EUROSUR (欧州国境監視制度）．南の領海における国境管理を目的とした 3

30 2003-2004 年データだが. EU にはプルガリア．ルーマニアを含む．
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つの政策文書からなら新ボーダー・パッケージを公表し．同 6月に．「欧州共

通移民政策ー原則・施策・手段」及び「庇護ー保護に関する EUの統一的アプ

ローチ」の 2つの政策文書を公表したのである（蓮見，2008 年，59-61 頁）．

同時に．不法移民問題の背景に大きな経済格差があることを考えれば．国境

管理強化だけでは問題の根本的な解決にはならない．そこで. EU は. ENP を

打ち出し，また自らの地域政策の経験を応用しながら近隣諸国を包摂していく

ことによって．不法移民や組織犯罪などを予防するソフトセキュリティ戦略を

導入せざるを得なかったのである．

確かに. ENP は，境界線の構築と破壊という両面を持つが故に曖昧であり．

EU は境界線の外に対して．時に「排他的」．時に「包摂的」あるいは同時に

異なった姿を見せる． しかし．その境界線には. ENPI-CBC という協力枠組が

挿入されている．既に見たように，その枠組は. EU内において補完性原則に

と て て • の を し の

故に ENPI-CBC は. EU 内外の多様なアクターが競争と妥協を繰り返しながら

自ずと新しい制度を創出していく曖昧だが開かれたプレイングフィールドと

なっているのである．

また．図 5から明らかなように．ロシアと直接接するバルト海周辺地域は

ENPI-CBC の焦点となる場所であり，協力の実例を分析する対象として適して

いることがわかるだろう 31.

もちろん，この枠組が自動的に地域の発展を生み出すわけではない．スコッ

トとガロフォリによれば．内発的発展には「異なったガバナンスレベルと含む，

国家的，地域的経済政策の首尾一貫した一般的枠組が必要」であり．「メゾ経

済のプロセスをマクロ経済的な諸目的に結びつける能力 (capability) が重要」

である．「内発的発展は．・・・重要な地域資産を積極的に構築していくことを

通じたローカルな部面で活動する企業と諸制度のコミュニティレベルにおける

31 ロシアを含む協力枠組で最も多くの予符を配分されているのは．ロシアの飛び地カリー

ニングラードを含むリトアニア・ポーランド・ロシアのプログラムである (EU と関係

国の予打を合わせて 1億 3,200 万ユーロ）．これを上回るのは．スペイン・モロッコ北部 (1

億 5,673 万ユーロ）とポーランド・ベラルーシ・ウクライナ (1億 8,620 万ユーロ）など．

いずれも懸案を抱えた地域である (EC, 2007f; 正木，2007 年，298 頁）．
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「社会的能力 social capability 」の形成を基礎としている．」 (Scott and Garofoli, 

2007, pp. 9-11) 

既に述べたように，域外地域との連携をも視野に入れた EU の地域政策の発

展は， EU 域内外の地域を巻き込んだユーロリージョンの活性化という下から

の動きと連動して「諸地域からなるヨーロッパ」への流れを加速し，近隣諸国

諸地域をヨーロッパ市場のネットワークに接合する可能性を切り開いている．

鍵を握るのは，競争優位の源泉としての地域の能力 (capability) である．

3. EU ・ロシア関係とノーザン・ダイメンション

(l) EU とロシアの相互依存と非対称性

次に. EU とロシアのあいだのボーダー・リージョンの問題について考えて

みよう. EU とロシアの関係は．相互依存が高まっているにもかかわらず．著

しく非対称である．ロシアにとって， EU27 カ国は貿易の 50% 以上を占めるパー

トナーである．一方. EU27 カ国にとっても．ロシアは輸出の 6%, 輸入の

10% を占めるアメリカ．中国に次ぐ貿易パートナーである．特に EU は．石油

の 26%, 天然ガスの 29% をロシアに依存している (2006 年）．

ところが．ロシアの対 EU 輸出の 7割以上がエネルギーを中心とした一次産

品であり， EU は大幅な貿易赤字となっている（坂ロ・蓮見， 2007 年， 13-16 頁）．

サピルによれば，ロシアと EU との暗黙の統合モデルが，補完性パラダイム（エ

ネルギー vs. 高付加価値製品）であれば．ロシアはエネルギーに依存したレン

ト経済のままであり．その不安定性はかえってヨーロッパ経済に損害をもたら

す．他方で．両者の協力が産業協カパラダイムになれば．産業内分業をベース

とした貿易の発展（たとえば委託加工など）．あるいはロシアの経済的潜在カ

を活用する可能性が生まれる．一般にこの種の貿易は，単にグローバル化する

のではなく．特定の地域に集積する傾向があり，そこでは成長を促進するため

の安定した経済活動を可能とするマクロ経済環境の安定が鍵を握る (Sapir,

2003, p. 18). たとえば，これまでのフィンランドとカレリアの関係は前者の典

型であり．フィンランド南東部と隣接するロシア地域とのサンクトペテルプル
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グ・コリドール構想は，後者の立場から未来を展望したものであるといえよう．

(2) カレリア経済とフィンランド 32

前述の補完性パラダイムの典型が．ロシア連邦カレリア共和国とフィンラン

ドの経済関係である．ここでは．カレリア経済の現状と地域協力について考え

てみよう．

2005 年のカレリアの地域総生産は．対前年比 9.0% 増で．その後．やや成長

率が低下 (2006 年に 2.5 %増, 2007 年に 5.0% 増）しているものの成長を続け

ている． しかし．採取産業（鉱物，製材など）に依存する産業構造は変化して

おらず．工業生産に占める採取産業の割合は 28%, 紙・パルプが 25% (2006 年）

である．

2006 年，建設業が対前年比 15.4 %増となったが．これは，公共事業以外に．

イケアの製材所. Nord Inter House Company の木製ペレット燃料工場．及び

コストムクシャ（ロシア名 KocroMyKllla, フィンランド名 Kostamus) における

事業拡大の影響である．

固定資本投資における割合をみると．採取産業 16.2%, 運輸 11%, 紙・パ

ルプ 10.4% で．その構造は甚本的に変わっていない．

総じて．外国投資はわずかに留まっており．また大半が外国企業による融資

である． とはいえ. 2006 年．外国投資は対前年比で 3.9 倍 (2 億 8,800 万ドル）．

外国直接投資で同 4.6 倍 (3,480 万ドル）と急増した. 2006 年の外国投資の

61% はフランスによるものだが．その大半はコストムクシャなど採取産業向け

の融資であり．そのため, 2007 年の外国投資は対前年比 43% にまで落ち込んだ．

外国直接投資は，対前年比で倍増 (6,270 万ドル）．その大半はフィンランド．

スウェーデンによる木材．農業関連分野への投資であり．資源供給地としての

カレリアの性格を強める結果となっている．

貿易構造にも変化は見られない．輸出は伸びつつづけており．カレリアの輸

出は 2004 年の 8,420 万ドルから. 2007 年には 1億 3,420 万ドル（輸入の 3.7 倍）

32 以下， 2006 年までのデータは Biannual Monitoring Review(2007), 2007 年のデータは

Biannual Monitoring Review(2008) による．この他， Karella (2007) を参照した．
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に達し，大幅な貿易黙字を計上している． しかし，輸出構造に変化はみられな

ぃ. 2006 年の輸出商品構造をみると，鉱物資源 17%, 木材・同製品 24%, 紙・

パルプ 34%, 金属 14% である．

確かに，フィンランドをはじめとする近隣諸国との経済関係は急速に発展し

はじめている． しかし，これは，少なくとも今日までは，カレリアにとって内

発的な経済発展の機会にはなっておらず，カレリアは資源供給地としての役割

に甘んじている．

現在，フィンランド・カレリア間の地域協力は，主に ENPI-CBC (2007-2013 

年）の枠組の中で進められているが，その前提には，ユーロリージョン・カレ

リアの存在がある．周知のように，ユーロリージョンは，中央政府ではなく，

地域レベルのアクターによる経済，社会，文化交流など多岐にわたる地域協力

枠組である．

クロンベルグによれば，「ユーロリージョン・カレリアは，ポスト・モダン

なスタイルで制度化された歴史的空間である」 (Cronberg, 2003, p. 226). 1939 

年末から 1940 年の「冬戦争」後，フィンランド領土の一部がソ連に割譲され（図

6), 40 万人以上のカレリア人が移住を余俵なくされた歴史がある 33. だが，

この境界は，完全に閉ざされていた訳ではない．初期の頃には，フィンランド

側に住むカレリア人が，かつて住んでいた村々と交易した．また，数多くのフィ

ンランド企業がロシアの建設プロジェクトに参加した鉱山都市コストムクシャ

の建設は，ボーダー・リージョンにおけるフィンランド・ロシア協力の実例で

あった．

しかし，コストムクシャ建設時の一時的な国境通過を除けば， 70 年間，通

過ポイントはカレリア南部に限られ，人々はお互いを知らなかった．変化は，

ソ連崩壊後である．

1994-1999 年のカレリア INTERREG II を経て， 2000 年に，ユーロリージョン・

カレリアの設立が調印された．ロシア・フィンランドのそれぞれ六人の代表者

から構成される管理委員会の会合も始めて開催された．翌年のコストムクシャ

33 詳細については．寺山 (2007 年）を参照．
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図 6 カレリア ENPI-CBC2007-20 131 年対象地域

/ 
サンク I- ペテルブルグ

レニングラード州

協力地域

隣接協力地域

.... I日菌境 (19 伯年以降、 モスクワ謙和条約）
一 現 国 境 (T920 年、タルトゥ条納）

0 国境通過ポイント
ー 蕗峙国境通過ポイント

出所 ：Karel ia ENPI CBC-programme Document2007-20 13. p.9 , 

武田 (1993 年 180 頁）， Paasi (1999. p.78 ) の図を参考に作成
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での会合では，ユーロリージョン・カレリアの優先プログラムの一つとして「わ

れわれの共通の境界」が承認されたのである (Cron berg, 2003, pp. 228). 

2006 年 11 月， EU は，カレリア INTERREG ill A プログラム (2001-2006 年）34

をスタートさせたが， 2004 年. EU 拡大後を展望した欧州近隣諸国政策の策定

に合わせて，「ボーダー・リージョンの新しい協カモデルを作り出すこと」を

目的としたカレリア近隣諸国プログラム (2004-2006 年）に改組された．この

プログラムの特徴は，①主としてフィンランド側，つまり EU 内における伝統

的な INTERREG. 及び②フィンランド向けの INTERREG とロシア向けの

TACIS の資金を組み合わせた近隣諸国プログラム．の二つの部分から構成さ

れている点にある．ビジネス，教育・研究・地域協力，交通・通信，技術支援

の四分野が優先課題とされ， INTERREG の枠組で 7,020 万ユーロ， TACIS-

CBC の枠組で 400 万ユーロが支出された. INTERREG の資金のうち 20% は，

ロシア側との共同プロジェクトと関連した分野に利用された．

拡大後に対応した EU の新しい予算枠組の中で，対外支援政策の項目は，

ENPI に統一された．これに合わせて，フィンランドとカレリアの協力は，

ENPI-CBC (2007-2013 年） 35 の枠組の中で進められている．対象地域は．フィ

ンランドの三つの県（カイヌー県．北ポフヤンマー県（オウル州）．北カレリ

ア県である（図6). このプログラムでは，優先分野が経済発展と生活の質向

上の二点に絞られた. EU 予算の規模は 2,320 万 300 ユーロと前予算より減っ

ているものの，特筆すべきは，フィンランドとロシアが対等なパートナーとし

て．それぞれ EU の2 分の 1 に相当する資金を負担する予定となっていること

である．

プログラムの管理は，「完全な平等性とパートナーシップ」に基づくとされ

ている．フィンランド．ロシアの各政府代表2 名，双方の地域代表者3 名から

構成される共同モニタリング委員会 (JMC) が設置される（欧州委員会の代表

はすべての会合への参加し，助言できる）. JMC は，フィンランド，ロシア双

“以下, EUREGIO KARELIA NEIGBOURHOOD PROGRAMME Programme complement 

2004-2006 による．

35 以下, Karella ENPI CBC -programme Document 2007-2013 による．
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方の 5地域の代表を任命し，共同選抜委員会 (JSC)を形成するプログラム

の契約に責任をもつ共同管理局 (JMA )は， フィンランド側のオウルに置かれ

るものの， JSC がプロジェクトの選抜を行い， JMC が融資対象となるプロジェ

ク トの最終決定を行うこ とになっている

ENP I-CBC という新しい協力枠組の中で，カレリア共和国は，内発的な発展

のチャンスを掴めるのだろうか，それとも現状の資源供給地に留まるのだろう

か．

(3) サンクトペテルブルグ ・コリドール構想

前述の産業協カパラダイムに碁づいた協力を目指すのが，サンクトペテルブ

ルグ ・コリドール構想である ビジネス環境の悪さからロシアのバルト海地域

との関係は発達しておらず，カリ ーニ ングラー ド問題，規制を強める経済政策

図7 サンクトペテルブルグ・コリドール

lnterreg 皿南東フィンランドプログラム地域

• 48万8200
• 2万1364

ロシア

レニングラード州

• 170 万

サンクトペテルプルグ • して 1万

• 470 万

• して 13万
エストニア

出所 ：Psarev. 2007 . 
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やエネルギー供給問題など．ロシアは．バルト海地域における不安定要素であ

る. EU とロシアの関係が，建設的協力関係に至るのか．それとも「冷たい平和」

あるいは「最後までまごつく (muddling through) 」のかどうかは予断を許さ

ない (Pursiainen and Medvedev, 2005, p. 41). しかし．急速に発展するロシア

の経済とその保有資源は「巨大な機会」を提供している．そのチャンスを掴む

には．ロシアのビジネス環境の改善の必要性を訴えるばかりではなく，特殊な

クラスターあるいはサンクトペテルプルグの科学基盤と連携した研究・ 開発分

野など．双方にとって実益のある分野に焦点を当てることが現実的な協力を生

み出すであろう (Ketels and Solvell, 2005, pp. 58-61). 

サンクトペテルプルグは. 470 万の人口を要するロシア第 2 の都市のである

が，ここにロシアの科学潜在力の 10% が集中しているといわれる．市内に 252

の研究所・研究機関（ロシア科学アカデミー等の機関 49 を含む）があり， 17

万 2,000 人に及ぶ研究者がいる. 100 以上の大学があり．ロシアの学生の 8%,

大学院生の 13% が学んでいる (Bykov, 2007). 

サンクトペテルプルグの教育・知識創造分野への専門化水準は極めて高い．

また，観光，娯楽・サービス，情報技術．運輸・ロジスティックなどでも競争

力が高い．この他，造船，食品加工，ナノテクといった工業基盤がある (Kaki.,2007,

p. 42). しかも，近年，サンクトペテルプルグは自動車産業の一大集積地に変

貌しつつある 36. 国境を越えた地域協力を進めることによって，こうしたサン

クトペテルブルグの潜在性を活用しようとする構想が，サンクトペテルブルグ・

コリドールである．これは，図 7 のように， INTERREG 皿の対象地域であっ

た南東フィンランドと TACIS 対象地域であったサンクトペテルプルグ市およ

びレニングラード州のあいだの国境を越えた地域協力を推進しようとするもの

である. 2007 年以降，これらの地域に，南東フィンランド・ロシア・プログ

ラムとして， ENPI クロスボーダー・コーポレーションの予算から約 360 億 8,500

万ユーロの予算を配分される予定である (2007-2013 年）37 (EC, 2007c, p. 29). 

36 服部 (2007 年）を参照．なお，カリーニングラードは，構造的問題を抱えているとはいえ，

既にロシア市場向け家電産業の集積地である．カリーニングラード家電産業の最新動向

については， ウサノフ (2008 年）を参照

37 ENPI 予算の直接の対象はサンクトペテルプルグ・コリドール構想の対象地域であるが，

関連した対策が必要となる隣接地域として東ウーシマー，パイヤト・ハメ，北サヴォ，

カレリア共和国が指定されている (SEFR,2007a, p. 6). 
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また．このプログラム実施のために．フィンランドとロシアがともに 180 億

9,300 万ユーロずつを負担することが想定されている (SEFR,2007a, p. 3). 

EU のクロスボーダー・コーポレーションに関する戦略文書が指摘するよう

に．フィンランドとロシアは， 1300km の境界を接し．「シンガポールとイン

ドネシアとのあいだの所得格差に次いで．世界で 2 番目に大きな諸国格差があ

る国境の一例」であるが．「サンクトペテルプルグは．その例外である」 (EC,

2007c, p. 8). 一方．南東フィンランドには．約 50 万人が住み， 2 万以上の企

業が活動しているが．林業が中心で．ラッペーンランタ技術大学（と他大学の

支部）があるにすぎない． したがって，隣接するサンクトペテルプルグとの連

携の可能性は南束フィンランドの発展にとって大きな潜在力である (Kaki,2007,

p. 42). 

この構想の背景には，この地域がフィンランド・ロシア間で最も交通最が多

いという事実がある．たとえば, 2006 年のデータによれば．ロシア側のヴィ

ボルグに繋がる幹線道路に位置する国境沿いのヴァーリマーを通過する年間の

延べ人数は 260 万人を超える．ヴィボルグとラッペーンランタを繋ぐ国境の町

ヌイヤマでは 140 万人である．また．鉄道の通過する国境の町ヴァイニッカラ

を通過する貨物量は年間 700 万トン．ロシア側のスヴェトゴルスクと繋がるイ

マトラを通過する貨物最は年間 500 万トン弱．ヴァーリマーで 300 万トン，ヌ

イヤマ 200 万トンである (SEFR,2007b).

一つの要因として， 1990 年代後半に本格化したオフショア通関と呼ばれる

フィンランド・トランジットを指摘できる．その仕組みは．ロシア国境に近い

フィンランド（ハミナ．コトカ，コウヴォラ．ハンコ．ヘルシンキ）に保税倉

庫を設置し．支払いが確認された後ロシアのトラックで家電製品や事務機器

などをモスクワに運ぶ方法である．これによって． 日本や韓国など外国の企業

は．ロシアの煩雑で不透明な通関手続きに煩わされることなく．ロシアに製品

を輸出できた． しかし，この仕組みは．ロシア税関でのインポイスの書き換え

や関税割引行為などを前提としているためグレー通関とも呼ばれている．その

ため．ロシアでも規制強化が進められ，外国企業も次第に自社通関に切り替え

始めている（辻久子, 2007 年, 56-59 頁）．



104 立正大学経済学季報第 58 巻4 号

フィンランド・ロシアの国境を超える共通の地域戦略を立案し，こうした諸

条件を地域全体の発展につなげようとする構想として生まれたのが，サンクト

ペテルプルグ・コリドール構想である．これは， 2002 年に立案され，翌年，

予備調査報告「サンクトペテルプルグ・コリドールーノーザン・ダイメンショ

ンの真の心臓」が公表された (Psarev, 2005; 2007). こうして， 2005 年，欧州

近隣諸国プログラムのクロスボーダー・コーポレーション・プログラムとして

「南東フィンランドーサンクトペテルブルグ・レニングラード州」を欧州委員

会が承認したのである．

サンクトペテルブルグ・コリドール構想の基礎となるのが共同文書「ヴイジョ

ン2013 一共通の地域を暮らしやすくし，新しいビジネスを生み出すために」

である (Centre of Expertise in Southeast Finland, 2005). 

ヴィジョン 2013 の H 的は，次の通りである (Kaki, 2007, p. 41; Psarev, 

2007). 

・サンクトペテルプルグ・コリドールをロシアと他のヨーロッパ地域の協力

の地として世界的に認知させる．

・コリドール地域に経済的，機能的，社会的に結束した実体を生み出す．

• この地を，ビジネスにとって国際的に魅力的なロケーションにし，バルト

海地域経済の牽引車に発展させる．

・究極の H 的は．サンクトペテルプルグ・コリドールを， EU 内のノーザン・

ダイメンジョンの真の心臓へと発展させる．

特に地域の企業が内外の資源を相互に活用しあうことによってイノベーショ

ンと新市場の開拓を目指すリージョナル・オープン・イノベーションの基盤 38

の創出を目指して多数のイノベーション促進機関 39 を設置することが目標と

なっている．ただし．ロシアの産学官の連携には．問題点が指摘されている．

ロシアのイノベーション・システムの最大の問題は．知識創造のサプシステム

38 この概念については Kaki. (2007, pp. 18-21) を参照．

39 サンクトペテルプルグのフィンランド・ロシア・イノベーション・センター，南束フィ

ンランドのフィンランド・ロシア・イノベーション・センター．レニングラード州のイ

ノベーション支援ネットワーク．イノベーション促進システム．フィンランド・ロシア・

イノベーション大学など．
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（研究機関・研究者）と知識開発のサプシステム（産業）をリンクする有効な

仲介システムを欠いていることにある．

だがむしろ，ここにビジネス・チャンスがあると見られている．つまり，外

国企業，特にフィンランドの企業やベンチャー・キャピタルは，ロシアの知識

システムとロシアの知識開発システムのあいだばかりでなく，ロシアとグロー

バルな知識開発システムとのあいだの仲介者の役割を確保することによって，

イノベーションのチャンスを掴めるというのである (Dezhina, and Zashev, 

2007, pp.15-18). 

(4) 地域協力を組み込んだ多元的な分析枠組みの必要性

以上は，カレリアとサンクトペテルプルグの対照的な 2 つの事例であるが，

いずれの場合も．国境を越えた地域協力によって内発的な発展を H指そうとす

る動きが芽生えていることがわかる．

確かに，近年， EU のとっての ENP 対象国であると同時に，ロシアにとっ

て「近い外国」であったグレーゾーン（ウクライナ，モルドヴァ．グルジアな

ど）やパイプライン・ルートをめぐる争いが顕在化している．しかし，本稿で

考察したように， EU の地域政策と近隣諸国政策がリンクしはじめ，その境界

線に位置するボーダー・リージョンにおいて内発的な経済発展を目指す動きが

芽生えていることを考慮すれば， EU とロシアの関係をバイラテラルな関係と

影評圏をめぐる争いという視点だけでみるのでは不十分である．ロシアとの長

期的な協力のありかたを考えるキーワードの 1つは地域協力である. EU 拡大

後の EU ・ロシア間には，ウクライナやグルジアをめぐる問題，エネルギー安

全保障， ND, カリーニングラードの特殊問題などが存在しているが，いずれ

もが拡大 EU と近隣諸国との平和と繁栄の共有に基づいた「分断のないヨー

ロッパ」の構築という課題と深く関わっている．

したがって, EU あるいは EU 加盟国とロシアとのバイラテラルな関係とい

う次元の分析だけでは，この歴史的な課題に対する現実的な解決策を見いだす

ことは難しく，結局，ロシアの国内的諸要因，つまりロシアの改革の遅れや特

殊性ばかりに目を奪われる結果を招きかねない. EU ・ロシアの協力関係をよ
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り具体的に検討し，実行可能な平和と繁栄の共有の行動計画について考えるた

めには，国家の視点に加え， ミクロリージョン，メゾリージョン，さらにマク

ロリージョン（共通空間あるいは地域統合）という次元における地域協力を考

慮した多元的な分析枠組が必要である（図8を参照）．

留意すべきは，冷戦の終焉が，バルト海における東西関係を根本的に変化さ

せたことである．たとえば，政治・経済システムの対立の時代，ロシア領カリー

ニングラード州は，ソ連のバルト艦隊の拠点として 20万人にも及ぶ軍人が常

駐する東西対立の焦点であった．だが，今や，その数は数万人にまで縮小され，

カリーニングラードをいかにして東西の政治・経済的協力の架け橋に転換する

かが課題となっており．そこでの主役は軍人ではなく，市場で働く市民である．

安全保障上の脅威は後景に退き，焦眉の課題として登場するのがバルト海の汚

図8 EU ・ロシア協力の4つの次元

EU ・ロシア共通空間

メゾリージョン・レペルの地域協力
共通経済空間

• • 司法内務
ノーザン・ダイメンション（共通空間の地域的表現） 対外安全保障

バルト開発フォーラム（産学官連携）
教育・文化

エネルギー対話
EUのパルト海地域プログラム2007-2013 年 汎欧州交通回廊

EN P対象国とロシアの「近い外国」への対応

ミクロリージョン・レペルの地域協力 ロシアの改革

パイロット・リージョンとしてのカリーニングラード ロシアの地域政策

サンクトペテルブルグ・コリドール 連邦のカリーニングラード政策

ENPI-CBC プログラム ロシアの対EU政策

出所： Joenniemi, Lopata, Sirutavicius, and Vilpisauskas (2000, p.17) の図から着想

を得て筆者が作成したが．元の図とは大きく異なっている．



ノーザン・ダイメンションからバルト海地域プログラムへ 107 

染問題であった．こうして．バルト海地域は．軍事対立を含む「2 つの世界」

のシステム問競争の場から．異なった発展段階の近隣地域が協カ・統合を模索

する新しい地域空間として登場するのである (Kivikari and Antola, 2004, p. 8). 

その結果．環バルト海諸国会議をはじめ，バルト海地域を含む様々な地域協力

枠組みが登場したのである 40.

(5) ノーザン・ダイメンションの革新性

特に ND は「分断のないヨーロッパ」を展望する上で示唆に富む．これは．

バルト海地域．北海地域．ロシア北西地域をカバーする EU の地域政策プログ

ラムであり. EU 既加盟国，加盟候補国（当時）. EU の枠外に留まるロシアの

あいだの国境を越えた協力の枠組みである. 1997 年にフィンランドが提案し

たN D は，翌年 EU の政策として受け入れられた. 2000 年に EU の ND 行動

計画が. 2003 年に第 2 次行動計画が採択された. ND が独自の財源をもたない

ことは．その評価を低くする要因の 1つである． しかし. ND は．欧州北部に

おける対話．具体的な協力，安定強化．地域協力の促進を促進する共通の枠組

を提供することによって，参加アクター間の補完性を高め．利用可能な人的，

資金的資源を最大限有効に利用しようとしている．そのためには．経済協力と

人と人との接触を強化するための通関条件の改善も重要な課題となってい

る 41.

ND には，環バルト海諸国会議バレンツ会議北欧会議北極会議の 4つ

の協力組織の他．中心的 EU 加盟国ドイツ. EU 内において独自の立場をとる

デンマーク．独自の福祉国家戦略をとってきたスウェーデン．ロシアと国境を

接するフィンランド，新しい EU 加盟国（ポーランド．バルト 3 国）. EU 域外

の欧州経済領域 (EEA) に留まるノルウェーとアイスランド. EU の枠外に留

まるロシア北西地域が含まれている．アメリカ．カナダはオプザーバーである．

独裁政権下にあるベラルーシはこの協力枠組みに参加していないものの重要な

地理的位置を占め．専門家レベルの参加が期待されている．

40 Kivikari and Antola, 2004, p. 8. 

41 http:/ /Europa.EU.int/comm/external_relations/north_dirn/index.htm 
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図9 バルト海周辺地域の INTERREG 皿
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加えて，1990 年代に EU の地域政策が再編 ・強化される中で，特に 1995 年

のフィンランド，スウェーデンの EU加盟後，北欧の国境を超える地域協力に

EU の地域・空間政策が適用され，様々な政府間協力枠組みと INTERREG IDA, 

皿Bやユーロリージョンが地理的にも内容的にも重層 しながら展開されるよ

うになった （図9 ).今のところ成果は限られているとはいえロシア国内で

も地域の自発的な組織である北西協会 (Accou:0:au 皿 ≪CeBepo -3arran≫) の

動きがある (Tiorrap eHKO, 2003 ) 42. 

このように， ND には，欧州北部の様々なアクターが参加する緩やかな水平

的協力枠組であり， 2004 年の ENP 戦略文書の指摘によれば， 「地方主導 (local

ownership )」がN Dの経験から得られる有益な教訓である

42 ITonapeHKO (2003 )を参照また北西地域における地域協力の現状については，

血ttceesa (2003 )を参照
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そのため, ND における地域協力は，①北欧における地域協力の伝統．②

EU の地域・ 空間政策③ EU ・ロシアの共通空間構想．④カリーニングラー

ドの特殊問題，⑤ロシア北西地域の開発（将来的にベラルーシの開発問題）な

どの問題群と絡み, EU 内の地域再絹問題に域外のノルウェー．アイスランド．

及びロシアの一部が組み込まれている．

このような特徴をもつ ND は, EU 内のミクロリージョン・レベルでの下か

らの地域再編という課題が．ロシアを含めたマクロなヨーロッパ経済空間の再

編問題と直接リンクしているメゾリージョン・レベルにおける地域協力の枠組

であり．拡大 EU とスラプ圏の域際交流の拡大によるヨーロッパ空間の再編の

実験室という性格をもつのである．「ノーザン・ダイメンションの真の心臓」

を作り出そうとするサンクトペテルプルグ・コリドール構想は．まさにその実

例である．

また．カリーニングラードの特殊問題は. ND の成否と深く関わっている．

カリーニングラード州は．ロシアと EU が具体的な政治・経済的協力を実験的

に進めていくパイロット・リージョンとしての役割を期待されているが．その

前途は多難である．同州は持続可能な発展のためには．バルト海地域における

分業に積極的に参加していくことが必要だと考えられる．だがそれは．常にロ

シア ・EU 間のハイ・ポリティックスとロシア政府の地域政策の状況によって

左右されてしまう．つまり，モスクワの対応は．カリーニングラードの発展ば

かりでなく，依然として, ND にとって決定的な要素なのである．

(6) バルト海地域プログラム

2006 年に再定義された ND では「アイスランド．ノルウェーの完全参加を

伴う EU ・ロシアの 4つの共通空間の地域的表現」であるとされ， EU の対ロ

シア政策の性格を色濃くしている．地域協力が ENP の重要な構成変素である

限り, ND は ENP のi替在的モデルとしての可能性をもつが．各国別のコンデイ

ショナリティに基づく ENP は．地域主義を強調する ND と矛盾する面がある．

しかし．少なくとも ENP-CBC プログラムの中には， ND の「地方主導」と

いう特徴が活かされている面がある.ETC のバルト海プログラム (2007-2013 年）
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は，バルト開発フォ ーラ ム （産学官連携による経済発展）， Ba1tic21 (持続可能

な発展）， ヘルコム （環境保全），VASAB2010 (領土長期開発計画）等を参照

して作成されたものであり， ND 政策の特徴と合致している （ロシア北西地域，

対話を通じた具体的協力と安定，多様な財源，多様なアクタ ーなど）(Baltic 

Sea Region , 2007 ) . 

これは， ENPI-CBC を統合した ETC の実例であり，対象は EU加盟国のデ

ンマーク， エスト ニア，フィンランド，ラトヴィア，リトアニア，ポーラ ンド，

スウェーデン， ドイツ北部，及びEU に加盟していないノルウェー，ベラルー

シ，ロシア （北西地域）である．同プログラムには，ERDF から 2億 800 万ユー

口，ノルウェーから 600 万ユーロ．ロシア ベ ―フルーシの対象地域向け ENPI

から 2,300 万ユーロが拠出される予定である．

これは，バルト海地域に依然として残る東西格差に焦点を当てている西バ

図10 バルト海地域の東西格差
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出所 ：Baltic Sea Region (2007 )付属資料．
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ルトと東バルトのあいだには，図 10 のような経済発展の格差があるばかりで

なく，失業率，雇用の構成，イノベーションに影響を与えるビジネス環境の質，

交通・ ITC 基盤環境保護など多岐にわたる社会・経済格差が存在している．

バルト海プログラムは，歴史的に形成されてきた当該地域の多様なネットワー

クを通じて．この問題に取り組み，バルト海地域のアイデンテイティの形成と

一体的な発展を目指している．

このプログラムでは, ETC とENPI-CBC の目的が統合され，単一の管理局

のもとで実施されている．図 11 からも明らかなように，活動の優先分野は，

①バルト海地域全体のイノベーション，②バルト海への内外アクセスの改善，

③バルト海の環境対策④メトロポリス，都市，地方都市の協力促進による経

済発展（特にロシア，ベラルーシでは，公的部門の能力開発や社会問題のため

の共同行動），である．

同時に，バルト海プログラムは, ND の特徴であった開かれた協力枠組の要

素を取り入れながらも． リスボン戦略とヨーテポリ戦略という EU の戦略目標

図 11 バルト海プログラム 2007-2013 年の目的と期待される効果

目的

墳界線を越えて堵在力を
Iきびつけることによって
持 I克可能で、煎争力があ
り．頑坦的に統合された
バルト海地岨を目指した
発展を5羞化する．

出所： Baltic Sea Region, 2007, p.33. 

②パルト海内外の
アクセス改菩

効累

• 幌鉗的統合と坦内
の収紐を加遁する

• 投姿の魅力を茎める

・地坦の生衰性をいっ
そう苫iめる

・ 環境の買の改苦

・バルト海をグロー
バルブしーヤー
として已知さゼる

④魅力的で競争力のある
都市・地磁に対する支援
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を達成するための手段と位置づけられている．

おわりに一「実験室」としてのバルト

依然として東西の大きな地域格差を内包しながら．欧州北部全体を包摂する

アイデンテイティを獲得し始めているバルト概念は．かつてソ連の一部を構成

していた時代のバルトとは異なっている．

一方で．西バルトは，独自の地域協力を通じて安定と繁栄の共有に成功して

きた「諸地域からなるヨーロッパ」というポストモダンな特徴をもつ北欧

(Norden) である．他方で．東バルトには．ウェストファリア的な自己認識を

強く残した旧社会主義諸国に属する地域が拡がっている．

冷戦の終焉は．バルト海地域を 2 つのシステムが対峙する場から「一つのヨー

ロッパ」を模索する場に変えた．それは．バルト海地域周辺に重層的な地域協

力を生み出し．多様なアクターが参加する多層的な地域協力を束ねる枠組とし

てノーザン・ダイメンションを登場させた．

一方. EU は単―市場の形成に合わせて EU 財政を改革し．マルチレベル・

ガバナンスに基づいた地域政策，特にクロスボーダー・コーペレーションを強

化した．それは第 4 次 EU 拡大とともに．欧州北部の自発的地域協力と出会

い，バルト海地域は. INTERREG を含む極めて多様な地域協力が重層する場

となった．

他方で．グローバリゼーションは，競争優位の源泉としての地域の役割を高

めている．これに対応するために， EU は，地域政策を単なる再分配政策では

なく．人材やイノベーションの投資を刺激し．地域のソーシャル・キャピタル

（あるいはソーシャル・ケイパビィティ）を高める触媒として地域政策を活用

しようとしている．財政同盟を欠いている EU の財政規模は小さいが．それは

優先課題を変化させるツールとしての役割を果たしている．この EU の戦略は．

ボーダー・リージョン， とりわけ 3C プラス (creativity, competence, 
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connectivity) 43 をもつ地域に新たな内発的発展の機会をもたらしている．

さらに， EU は，第 5 次拡大と平行して，欧州近隣諸国政策を打ち出し，域

外地域との協力に， EU 内で形成されたマルチレベル・ガバナンスの手法を応

用することによって，新たな分断の出現を予防し，ソフトセキュリティ問題に

対処しようとしている．

こうした EU の変化は，ミクロリージョン，メゾリージョン，マクロリージョ

ン（共通空間あるいは地域統合）という多層的な関係性にロシアを誘い，

ENPI-CBC は， 3C マイナス (congestions, criminality, closure) を特徴として

きた EU ・ロシア間のポーダー・リージョンにも内発的発展の可能性を生み出

している．

一つの到達点を示すのがバルト海地域プログラム (2007- 2013 年）である．

そこでは， EU の域内向け政策の ETC とENPI-CBC が融合され，バルト海地

域という名の下に EU の内外を包摂するメゾリージョン・レベルの共通のアイ

デンテイティーを形成し，異質の要素の新結合によってイノベーションを促し，

世界市場の中で勝ち抜く競争優位を生み出そうとしている．確かに，そこには，

明確に EU の主体性が反映しており，ノーザン・ダイメンションに示された地

域協力の独自性は後退しているかもしれない．

しかし，忘れてはならないことは， ENP-CBC の対象には，スラブ，ユーラ

シア，イスラムといった異質な文明に属する領域が含まれていることである．

今やバルトは，統合の深化と拡大の結果として「多元的開放型リージョナル・

ガバナンス」の形成主体として登場しつつある EU が，価値の共有の困難なロ

シアと向き合いながら，共通の利益の創出を模索する空間である．一つの試み

が，サンクトペテルブルグ・コリドール構想である．

このような特徴をもつバルト海地域における協力は， EU 内のミクロリー

ジョン・レベルでの下からの地域再絹という課題が，ロシアを含めたマクロな

ヨーロッパ経済空間の再絹問題と直接リンクしているメゾリージョン・レベル

における地域協力である．こうして，バルトは，「分断のないヨーロッパ」を

43 3C プラス. 3C マイナスというキーワードでポーダー・リージョンの状況を理解する考

え方は. Nij 加皿p (1995) による。
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構築する実験室であると同時に，地理的スケールの再構築を通じた「諸地域か

らなるヨーロッパ」の実験室となったのである．
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